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受付印 

東京都 

申告書の提出期限の延長の処分等の 
届出書・承認等の申請書 

整理番号 

管理番号 

令和 年 月 日 

響撃唆 殿 

道 府 県 

通 知 

市 町 村 

通 知 
受 付 簿 入 力 

発 信 年 月 日 

確 認 通信 日 付印 
※
処
理
事
項
 

所在地及び電話番号 
（電話 
（法人番号）

) 
（ふ り が な） 
法人名及び法人番号 
（ふ り が な） 
代 表 者 氏 名 

経理責任者氏名 

資本金の額又は 
出 資 金 の 額 円 

法人税に係る申告書の提出期限の延長の処分等の届出（都民税関係） 

太
枠
欄
の
み
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
 

， 月 昌奮なの事業年度の所得に対する法人税の確定申告書から提出期限の延長について 
下記のとおり延長の処分があった 、 

下記のとおり指定があった 
下記のとおり指定に係る月数が変更された 

指定が取り消された 

下記のとおり延長又は指定があったものとみなされた ノ 

ので届け出ます。 

籍
伯
口
口
口
中
 記 

確定申告書の提出期限の延長期間 

指定を受けた月数 

変更後の指定に係る月数 

間

間

間

 

日
”
【
月
月
 

、、ノ、J

、ノ 

ノー 

ノー 

ノー 

事業税等に係る申告書の提出期限の延長の承認等の申請 
令和 年 月 日からノハ由皿z亡山＝~h由翌I-a4 It vt'lk上ロII'A- I 由製塾4“ノハフ吐亡宀己ゴメ1→．」、一＋日Ill」 ilm /hl忙巨ー, -Ti I .4t.--, 4.e --,,,-ntlTlz 1 *1 ノ，ュ 
犬裂 差 )Jp 甘算二の事業年度分の事業税及び特別法人事業税の確定申告書から提出期限の延長をし、又は指定、指定の取消し若しくは 
令和 年 月 日までvノョョ－フK+DこノJvノョ“－フK'vr /入レり可刀リ‘J、ハョすフK”ンvノ下臣メこ甲ー’vーノ'Pt'-耳お’」n氏vノ’'＝」xd- lノ、人’d、コ日メこ、mメ上二v/jい、lH レ-1コレ、’d、 

指定に係る月数の変更を受けたいので申請します。 

1 確定申告書の提出期限の延長期間 
(1）確定申告書の提出期限が延長されていない法人 
ロ 確定申告書の提出期限の延長をしたい場合（次に掲げる場合を除く。） 1月匿 
ロ 確定申告書の提出期限の延長及び指定を受けたい場合 （ ）月匿 

(2）確定申告書の提出期限が1月間（通算法人は2月間）延長されている法人 
ロ 指定を受けたい場合 （ ）月間 

(3）指定を受けている法人 

ロ指定の取消しを受Iナ、確定申告書の提出期限の延長期間錯齢芦勢龍間）としたい場合 
ロ 指定に係る月数の変更を受けたい場合 変更前（ ）月間 

変更後（ ）月間 

2 各事業年度終了の日から2月以内（指定を受けようとする場合には、 3 根拠条文 
各事業年度終了の日から3 月以内）に当該各事業年度の決算にっいて ロ 法第72条の25第3項（注1）又は第5 項（注2) 
の定時総会が招集されない理由（通算法人にあっては、各事業年度終了 ロ 法第72条の25第3項第1号（注1）又は第5項第1号（注2) 

鱗鰍警鷹■■■■鱗■騒 目z 鍾觜3盤2--(t4 1 24 Q) 4~)3 1 認て準用す 
欝吉鐘籍費談懸毅離魅膿欝欝特菱像 （超巌罵纂の28第2項及び第72条の29第2項において準用する 
・7、喜ナ，し、柵dい 痴石’て一日びo 

、‘了‘一ーー山ノ （注2）法第72条の路第2項並びに第72条の29第2項及び第6項にお 
いて準用する場合を含む。 

4 添付書類等 
ロ 定款等の写し 
ロ その他（ ) 

通 算 親 法 人 の 

本店所在地及び電話番号 （電話 ） 

（ ふ り が な ） 

通算親法人の名称及び法人番号 

（法人番号） 

関 与 税 理 士 署 名 
（電話 ） 

支店等 

所在地 

名 称 所 在 地 
法人税に係る申 
告期限の延長の 
特例の申請書の 
提出の有無 

r法人税法 
第75条の2第1項、同項第1号、 

、第2号、同条第2項 

有 ・ 無 

指定等を受けようとする月数 

月間 

申請書提出年月日 

令和 年 月 日 

＊都税事務所処理欄 過去の延長の有無 有・無 月数（ 月） ・承認事業年度（ 年 月） 

（注） 「法人税に係る申告書の提出期限の延長の処分等の届出（都民税関係）」及び「事業税等に係る申告書の提出期限の延 
長の承認等の申請」は、それぞれ届出又は申請の期限が異なるので留意してください。 

この印刷物は、リサイクルできません。 ，東京都主税局 '7~ 23120-119 
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この印刷物は、リサイクルできません。 ，東京都主税局 '7~ 23 120-119 


